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令 和 ７ 年 

 

赤平市議会第４回定例会会議録（第１日） 

 

                          １２月９日（火曜日）午前１０時００分 開 会 

                                    午後 １時３６分 散 会 

 

 〇議事日程（第１号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 会期決定の件 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 市政の報告（市長・教育長） 

  日程第 ５ 議案第２１６号 赤平市特別職の 

        給与に関する条例の一部改正につ 

        いて 

  日程第 ６ 議案第２１７号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        て 

  日程第 ７ 議案第２１８号 赤平市会計年度 

        任用職員の給与及び費用弁償に関 

        する条例の一部改正について 

  日程第 ８ 議案第２１９号 赤平市コミュニ 

        ティセンター条例の一部改正につ 

        いて 

  日程第 ９ 議案第２２０号 赤平市農業委員 

        定数条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第２２１号 赤平市市営住宅 

        条例の一部改正について 

  日程第１１ 議案第２２２号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（福栄地区 

        集会所外２２施設） 

  日程第１２ 議案第２２３号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（赤平市保 

        養センター外３施設） 

  日程第１３ 議案第２２４号 令和７年度赤平 

        市一般会計補正予算 

  日程第１４ 議案第２２５号 令和７年度赤平 

        市国民健康保険特別会計補正予算 

  日程第１５ 議案第２２６号 令和７年度赤平 

        市後期高齢者医療特別会計補正予 

        算 

  日程第１６ 議案第２２７号 令和７年度赤平 

        市介護サービス事業特別会計補正 

        予算 

  日程第１７ 議案第２２８号 令和７年度赤平 

        市介護保険特別会計補正予算 

  日程第１８ 議案第２２９号 令和７年度赤平 

        市水道事業会計補正予算 

  日程第１９ 議案第２３０号 令和７年度赤平 

        市病院事業会計補正予算 

  日程第２０ 議案第２３１号 令和７年度赤平 

        市下水道事業会計補正予算 

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 会期決定の件 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 市政の報告（市長・教育長） 

  日程第 ５ 議案第２１６号 赤平市特別職の 

        給与に関する条例の一部改正につ 

        いて 

  日程第 ６ 議案第２１７号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        て 

  日程第 ７ 議案第２１８号 赤平市会計年度 

        任用職員の給与及び費用弁償に関 

        する条例の一部改正について 

  日程第 ８ 議案第２１９号 赤平市コミュニ 

        ティセンター条例の一部改正につ 
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        いて 

  日程第 ９ 議案第２２０号 赤平市農業委員 

        定数条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第２２１号 赤平市市営住宅 

        条例の一部改正について 

  日程第１１ 議案第２２２号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（福栄地区 

        集会所外２２施設） 

  日程第１２ 議案第２２３号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（赤平市保 

        養センター外３施設） 

  日程第１３ 議案第２２４号 令和７年度赤平 

        市一般会計補正予算 

  日程第１４ 議案第２２５号 令和７年度赤平 

        市国民健康保険特別会計補正予算 

  日程第１５ 議案第２２６号 令和７年度赤平 

        市後期高齢者医療特別会計補正予 

        算 

  日程第１６ 議案第２２７号 令和７年度赤平 

        市介護サービス事業特別会計補正 

        予算 

  日程第１７ 議案第２２８号 令和７年度赤平 

        市介護保険特別会計補正予算 

  日程第１８ 議案第２２９号 令和７年度赤平 

        市水道事業会計補正予算 

  日程第１９ 議案第２３０号 令和７年度赤平 

        市病院事業会計補正予算 

  日程第２０ 議案第２３１号 令和７年度赤平 

        市下水道事業会計補正予算 

 

 〇出席議員  ９名 

        １番  今 野   宙 君 

        ２番  安 藤   繁 君 

        ３番  渡 部 修 之 君 

        ４番  丸 山 勝 正 君 

        ５番  木 村   恵 君 

        ６番  竹 村 恵 一 君 

        ７番  北 市   勲 君 

        ８番  若 山 武 信 君 

        ９番  伊 藤 新 一 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇欠  員  １名 

          １０番 

 

 〇説 明 員 

  市      長  畠 山   渉 君 

  教育委員会教育長  高 橋 雅 明 君 

  監 査 委 員  目 黒 雅 晴 君 
 
  選挙管理委員会            
            大 川 佳 彦 君 
  委 員 長            
 

  農業委員会会長  吉 本 政 史 君 
                        

  副 市 長  永 川 郁 郎 君 

  総 務 課 長  櫻 庭 敏 夫 君 

  企 画 課 長  成 田 博 之 君 

  財 政 課 長  丸 山 貴 志 君 

  税 務 課 長  柳 町 隆 之 君 

  市 民 生 活 課 長  斎 藤 政 弘 君 

  社 会 福 祉 課 長  高 橋   脩 君 

  介護健康推進課長  千 葉   睦 君 

  商工労政観光課長  三 浦 友 嗣 君 

  農 政 課 長  安 原 敬 二 君 

  建 設 課 長  清 水   亘 君 

  上 下 水 道 課 長  平 田   亘 君 

  会 計 管 理 者  山 口 正 己 君 
 
  あかびら市立病院 
            杉 浦 圭 輔 君 
  事 務 長 
                        
 
  教 育 学校教育 
            伊 藤 彰 浩 君 
  委員会 課  長 
 
      社会教育 
   〃        伊 藤 茂 樹 君 
      課  長 
                        

  監 査 事 務 局 長  西 井 芳 准 君 
                        
 
  選挙管理委員会 
            櫻 庭 敏 夫 君 
  事 務 局 長 
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  農 業 委 員 会 
            安 原 敬 二 君 
  事 務 局 長 

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  渡 邉 敏 一 君 
 
 
      総務議事 
   〃        千 葉 香 織 君 
      係  長 
 
      総  務 
   〃        笹 木 芳 恵 君 
      議 事 係 
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（午前１０時００分 開 会） 

〇議長（伊藤新一君） これより、令和７年赤平市

議会第４回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、１番今野議員、２番安藤議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 今期定例会の会期は、本日から12日までの４日間

といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12日までの４日間と決定

いたしました。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第３ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長より報告します。 

〇議会事務局長（渡邉敏一君） 報告いたします。 

 諸般報告第１号ですが、市長から送付を受けた事

件は16件であります。 

 本会議に説明のため出席を求めた者につきまして

は、記載のとおりであります。 

 次に、議長報告でありますが、令和７年第３回定

例会以降令和７年12月８日までの動静を記載してお

ります。 

 次に、例月現金出納検査の結果でありますが、監

査委員報告書の概要を記載しております。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第１号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第４ 市政の報告であ

ります。 

 一般行政について報告を求めます。市長。 

〇市長（畠山渉君） 〔登壇〕 前定例会以降の市

政の概要につきましてご報告申し上げます。 

 初めに、第16回赤平産業フェスティバルについて

申し上げます。赤平市の産業振興を図るため、農林

業、商工業の関係者が連携し、10月11日、総合体育

館において赤平産業フェスティバルを開催いたしま

した。当日は、開場前から昨年以上の行列ができる

ほど多くの皆様にお越しいただきました。開場と同

時に工場製品の特売コーナーには行列ができ、農作

物の販売や飲食店にもたくさんのお客様でにぎわっ

ておりました。企業の展示や共同募金、古本フェス

タ、北海土地改良区のＰＲ、オモチロもちまき大会、

大抽選会なども開催され、多くの来場者に楽しんで

いただけたと感じております。また、恒例となりま

したあかびランチの赤黒バージョン特別販売では、

市内６店舗から新メニューのオリジナル丼をご提案

いただき、各メニュー50食、計300食を完売いたしま

した。イベントでは、ビンゴゲームや木の魚釣り大

会、市内企業の若手社員で構成されている人材育成

事業メンバーによるスタンプラリーなども開催さ

れ、子供たちにも大人の方にも大いに楽しんでいた

だきました。また、当日は健康バンザイ展や赤平青

年会議所のあかびらハロウィン2025、赤平炭鉄港推

進協議会主催のこもれび通りウォーキングのほか、

炭鉄港推進協議会主催の炭鉄港アートプロジェクト

2025も同時開催され、大いににぎわっておりました。

開催に当たりご尽力いただいた関係諸団体、協賛い

ただきました企業、応援してくださった市民の皆様

に深く感謝申し上げます。 

 次に、住民懇談会について申し上げます。10月20

日から30日にかけて市内７会場で住民懇談会を開催

し、計101名の市民の皆様にご参加いただいたところ

でございます。懇談会の冒頭では、行政側から市役
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所庁舎整備事業や太陽光発電施設の設置等に関する

条例の施行、ヒグマの出没状況、ＪＲ、中央バスの

現状について、併せて水道事業の今後の方向性につ

きまして情報提供させていただきました。また、日

頃感じている市政やまちづくりに対するご意見、町

内会での困り事などのご要望もいただきました。各

地域で伺ったご意見、ご要望につきましては、現在

行政内部で調整中ではございますが、必要に応じ可

能な限り新年度以降の予算に反映させてまいりたい

と考えております。 

 次に、第58回赤平市金婚式について申し上げます。

10月24日、赤平市コミュニティセンターにおいて市

及び社会福祉協議会の共催により赤平市金婚式を開

催したところでございます。結婚50年の節目をご夫

婦で迎えられ、円満な家庭生活を営み、さらには社

会に多くの功績を残されたご夫婦に対しまして長年

のご労苦をねぎらうとともに、今後ますますのご健

勝を祈念いたしまして、該当者14組のうち、当日は

２組のご夫婦にご出席をいただき、金婚の章と記念

品を贈呈したところでございます。 

 次に、令和７年度東京赤平会総会について申し上

げます。主に首都圏在住の赤平出身者並びに赤平に

ゆかりのある方々で組織しております東京赤平会の

総会及び懇親会が11月１日、東京都内で開催され、

26名の方々が参加されました。総会では、令和６年

度の決算、令和７年度の事業計画についてご審議い

ただき、滞りなく終えることができました。総会終

了後に行われた懇親会では、赤平特産品小包セット

の販売開始やふるさと納税についてのＰＲも行って

きたところでございます。また、市内企業からの多

大なご協力を得て行った大抽選会は、会員皆様に大

変好評をいただき、盛会のうちに終了いたしました。 

 次に、過疎地域連盟について申し上げます。11月

17日、東京都で行われた一般社団法人全国過疎地域

連盟第60回総会に出席してまいりました。総会にお

いて地方交付税による財源保障機能の充実強化、過

疎対策事業債の増額及び対象事業の拡充など８項目

を盛り込んだ令和８年度過疎対策関係政府予算・施

策に関する決議が承認されたところでございます。

また、閉会後には、議員会館において全国過疎地域

連盟北海道支部による過疎地域の振興に関する要望

書を北海道選出の国会議員に対し提出したところで

あります。 

 次に、赤平市・石川県加賀市友好都市協定締結30

周年記念事業について申し上げます。11月18日から

19日にかけて加賀市からの公式訪問団16名の皆様が

赤平市を訪問されました。加賀市からは、山田利明

市長、山口忠志市議会議長、川下動橋赤平友好委員

会会長をはじめとする皆様にご来訪いただきまし

た。訪問初日には、植松電機株式会社様をご視察い

ただきました。赤平市内で取り組まれている宇宙開

発の先進的な事業に皆様からは大きな関心と称賛の

声をいただきました。その後赤平市・加賀市友好委

員会の皆様、市議会議員、そして市民の皆様、私や

市の職員が加賀市の皆様をお迎えし、温かい拍手の

中、市役所での再会となりました。また、株式会社

いたがき様の企業視察では、企業概要の説明と製作

現場の見学を通じて赤平市が誇るものづくりのまち

としての魅力を体感していただきました。同日夜に

は、赤平市、市議会、地元企業、団体などから約50

名が参加し、交流センターみらいにて歓迎交流会を

開催いたしました。赤平火太鼓保存会の演奏に始ま

り、私からの歓迎の挨拶の後、山田加賀市長からも

ご挨拶を賜りました。また、植村道議会議員、伊藤

市議会議長、山口加賀市議会議長からもご祝辞をい

ただきました。祝宴では、剣舞や日本舞踊の披露、

市内企業のご協力をいただいての抽選会なども行わ

れ、心温まる交流のひとときとなりました。翌19日

には、30年前の協定締結を記念して設置されたコミ

ュニティ広場内の手形モニュメントを御覧いただ

き、懐かしさと感動に包まれたご様子でした。その

後炭鉱遺産ガイダンス施設を視察され、炭鉱の歴史

と壮大な立坑に深い感銘を受けておられました。20

年ぶりとなった今回の公式訪問が30年にわたる両市

の友好関係をさらに深め、今後も末永く交流を続け

ていく礎となったものと確信しております。 
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 次に、第58回赤平市社会福祉大会について申し上

げます。市及び社会福祉協議会の共催による赤平市

社会福祉大会を11月29日、赤平市交流センターみら

いにおいてご来賓、関係者など多数の方にご参加い

ただき、開催したところでございます。これまで福

祉関係にご貢献いただいた８名の方に市長感謝状

を、９名の方に社会福祉協議会会長表彰を贈呈させ

ていただきました。また、健康な高齢者５名の方に

対しても表彰が行われました。そして、ご来賓のご

挨拶の後、日本医療大学総合福祉学部ソーシャルワ

ーク学科助教の橋本達志氏による「孤独・孤立に悩

む人を誰ひとり取り残さない社会を目指して～つな

がりサポーターの養成～」と題したご講演をいただ

き、大会を終了したところでございます。 

 次に、交通安全運動について申し上げます。９月

21日から30日までの10日間にわたり、市民の皆様の

ご協力をいただきながら秋の全国交通安全運動を展

開いたしました。運動期間中には、早朝の街頭啓発

をはじめ、延べ923人のご参加をいただいたところで

あります。また、10月24日には交通死亡事故ゼロを

願う旗の波作戦も実施され、80名を超える多くの市

民や団体の皆様にご参加いただいております。さら

に、11月13日から22日までは冬の交通安全運動を展

開し、交通安全の意識高揚に努めたところでござい

ます。これから本格的な冬を迎え、凍結路面による

スリップ事故や見通しの悪い場所での飛び出し事故

など冬型交通事故の発生が懸念されるところでござ

いますが、加えて飲酒運転の撲滅運動も展開してお

ります。今後におきましても交通安全意識を高め、

安心、安全な地域づくりを交通安全団体並びに町内

会や市民の皆様と一層連携を図り、交通事故防止に

努めてまいります。 

 最後に、工事の進捗状況につきましては、別紙の

とおりでございます。 

 以上、市政の概要につきましてご報告申し上げま

したが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 次に、教育行政について報

告を求めます。教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 〔登壇〕 前定例会以降

の教育行政の概要についてご報告をいたします。 

 初めに、学校教育関係について申し上げます。最

初に、インフルエンザ等の感染症の状況についてで

あります。例年より早く全国的に猛威を振るってお

りますインフルエンザ等の感染症でございますが、

赤平小学校におきましては当初６年生を中心に感染

が広がっておりましたが、各学年にも広がり、学校

医と協議の結果、11月18日、19日の２日間を学校閉

鎖としたところであります。また、赤平中学校にお

きましても同様の状況でありまして、11月21日、１、

２年生を学年閉鎖としたところであります。今後本

格的なインフルエンザシーズンを迎えるに当たり、

改めて学校等に注意喚起してまいります。 

 次に、９月６日に行われました赤平中学校の学校

祭についてであります。学級ごとの壁新聞など力作

ぞろいの作品が展示され、また迫力ある合唱におき

ましても保護者等の来場者を感動させた学校祭であ

りましたが、３年生につきましては仲間との団結を

深め、思い出深い学校祭になったのかなと思ってお

ります。 

 次に、10月25日に行われました赤平小学校の学習

発表会についてであります。全校児童が仲よく伸び

伸びと、そしてにぎやかに一生懸命取り組んだ発表

に保護者や家族から温かい拍手が送られ、特に６年

生の劇「象列車がやってきた」では圧巻の演技で来

場者を魅了し、子供たちにとってはかけがえのない

よい思い出ができたのではないかと思っておりま

す。 

 次に、11月15 日に行われた赤平幼稚園の発表会に

ついてであります。感染症の影響で開催が危ぶまれ

た発表会ですが、当日は全園児が参加し、歌や劇な

ど園児一人一人の一生懸命なほほ笑ましい姿に家族

が愛情あふれる視線を送る中、終始和やかな雰囲気

の発表会となりました。 

 次に、学校給食センター関係であります。ＪＡた

きかわ女性部赤平支部様より今年も給食センターに

対し、手作りみそ、虹の糀30キログラムを寄贈して
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いただいたところであります。また、昨年の寄贈で

20回目となりましたが、今回の寄贈に合わせてＪＡ

たきかわ女性部赤平支部様に感謝状を贈呈させてい

ただいたところであります。寄贈につきましては、

給食だよりでお知らせをし、子供たちにおいしく赤

平の安全、安心な食材としてみそ汁などのメニュー

で使用させていただきます。 

 続きまして、社会教育関係について申し上げます。

初めに、10月17日から19日までの３日間、交流セン

ターみらいにおいて令和７年度赤平市民総合文化祭

が開催されました。短歌、俳句、川柳、美術、写真、

書道、華道などの作品展示のほか、フラダンス、カ

ラオケ、踊り、日本舞踊など芸能部門の発表が行わ

れ、多くの市民の方々に鑑賞していただき、様々な

文化活動に触れていただいたところであります。 

 次に、青少年健全育成事業についてであります。

11月８日に赤平市青少年育成連絡協議会と赤平小サ

ポーターズクラブの共催による第１回子どもまつり

を赤平小学校体育館で開催し、小学生104名、未就学

児21名の参加の下、モルックや木製品作り、ヨーヨ

ー釣りなどの体験活動を行ったほか、抽選会などで

楽しんでいただいたところであります。 

 次に、青少年非行防止についてであります。冬休

み版校外生活の決まりを冬季休業前に小中学校を通

して各家庭に配付し、周知を図るとともに、関係機

関との連携を円滑にし、青少年の問題行動の未然防

止と安全確保に努めてまいります。 

 次に、東公民館関係についてであります。10月３

日から11月14日までの計６回健康フラメンコ講座を

延べ86名の参加により実施いたしました。10月27日

に韓国の手工芸作り体験講座を７名の参加の下、実

施いたしました。10月14日から11月25日までの計４

回伝筆講座を延べ17名の参加により実施いたしまし

た。また、11月26日にそば打ち講座を９名の参加に

より実施したところであります。 

 次に、図書館についてであります。９月28日に朗

読とギターの響きを20名の参加により実施いたしま

した。10月11日には、産業フェスタ会場におきまし

て古本フェスタを開催し、多くの方に除籍本をお持

ち帰りいただきました。赤平市読書感想文コンクー

ルにつきましては、社会教育委員による審査の結果、

最優秀賞が７点、優秀賞が８点、佳作が８点の計23

作品が入賞作品として選ばれたところであります。 

 次に、炭鉱遺産ガイダンス施設についてでありま

す。９月20日から10月13日にかけて炭鉄港推進協議

会が主催による炭鉄港アートプロジェクト2025が開

催され、多くの方々にご来場いただき、アートを通

じて炭鉄港の魅力に触れていただく機会となりまし

た。10月18日には、炭鉱のランタンまつりを開催し、

ライトアップされた立坑櫓前で色とりどりの明かり

を灯したランタン80個を夜空に浮かべ、幻想的なひ

とときを過ごしていただいたところであります。 

 最後に、社会体育関係について申し上げます。市

民プールにつきましては、９月30日をもって終了と

なりましたが、延べ3,970人の方にご利用いただいた

ところであります。 

 次に、総合体育館で実施いたしました行事でござ

いますが、10月26日に第27回市長杯争奪ミニバレー

ボール大会を開催し、17チーム77名の参加の下、熱

戦が繰り広げられました。11月８日には、こども野

球教室を開催し、小学生31名、中学生６名が参加の

下、北海道日本ハムファイターズアカデミー講師の

指導を受け、技術等の向上に努めたところでありま

す。11月16日には、第26回赤平軽スポーツ大会を開

催し、18名参加の下、公式ワナゲ、スカットボール、

ディスゲッターの３種目を行い、健康と体力の増進

に努めたところであります。 

 以上、教育行政の概要についてご報告をさせてい

ただきましたが、ご了承のほどよろしくお願いを申

し上げます。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第５ 議案第216号赤平

市特別職の給与に関する条例の一部改正について、

日程第６ 議案第217号赤平市職員の給与に関する

条例の一部改正について、日程第７ 議案第218号赤

平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
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条例の一部改正についてを一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（畠山渉君） 〔登壇〕 議案第216号から第

218号につきまして、関連いたしますので、一括して

提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 初めに、議案第216号赤平市特別職の給与に関する

条例の一部改正についてでございますが、本年の人

事院勧告に基づき期末手当の支給率を0.05月分引き

上げるもので、公布の日から施行するものでござい

ます。 

 また、令和８年４月１日以降につきましては、６

月期及び12月期において0.05月分を均等にするた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、本条例第６条第３項の規定につきましては、

教育長にも適用されるとともに、赤平市議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例第６条第２項

で準用する規定がありますことから、議会の議長、

副議長及び議員にも適用されるものでございます。 

 続きまして、議案第217号赤平市職員の給与に関す

る条例の一部改正についてでございますが、本年の

人事院勧告に基づき期末手当、勤勉手当の支給率を

引き上げるもので、期末、勤勉手当については合計

0.05月分、再任用職員についても0.05月分の引上げ

を行い、公布の日から施行するものでございます。 

 また、令和８年４月１日以降の期末、勤勉手当に

つきましては、６月期及び12月期において引上げ分

をおのおの均等にするため、所要の改正を行うもの

でございます。 

 次に、別表における各給料表につきましては、人

事院勧告に基づき若年層に特に重点を置きつつ、全

ての職員を対象に全給料表を平均改定率3.3％の増

とするため所要の改正を行うもので、令和７年４月

１日から適用し、既に支給された給与については内

払いとするため附則を定めるものでございます。 

 続きまして、議案第218号赤平市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

てでございますが、本年の人事院勧告に基づく赤平

市職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、期末

手当、勤勉手当の支給率を0.05月分引き上げ、公布

の日から施行するものでございます。 

 また、令和８年４月１日以降につきましては、６

月期及び12月期において0.05月分を均等にするた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第216号から

第218号については、行政常任委員会に付託いたしま

す。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第８ 議案第219号赤平

市コミュニティセンター条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（畠山渉君） 〔登壇〕 議案第219号赤平市

コミュニティセンター条例の一部改正につきまし

て、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 令和７年度に実施した庁舎整備工事においてこれ

まで和室として使用していた個室を改修し、研修室

として整備いたしました。このため、改修した研修

室と既存の研修室との区分を明確にする必要がある

ことから、字句の整理を行うものであります。 

 また、改修した研修室は、面積や使用用途が既存

の研修室と同等であることから、使用料につきまし

ても同水準とするよう１時間当たりの単価を改定す

るものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
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〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第219号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第９ 議案第220号赤平

市農業委員定数条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（畠山渉君） 〔登壇〕 議案第220号赤平市

農業委員定数条例の一部改正につきまして、提案の

趣旨をご説明申し上げます。 

 現在の農業委員の任期が令和８年７月19日までと

なっていることから、農業委員会においては委員定

数の在り方について検討、ご議論を重ねてこられま

した。その結果、農業委員会から市に対し、急激な

人口減少、高齢化の進行により農業関係団体におけ

る役員の確保が困難との理由から、農業委員定数の

削減を求める要請があったところであります。この

ことにより、市といたしましては、農業委員会から

のご意見を尊重し、適正な組織運営を図る観点から、

所要の改正を行うものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第220号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第10 議案第221号赤平

市市営住宅条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（畠山渉君） 〔登壇〕 議案第221号赤平市

市営住宅条例の一部改正につきまして、提案の趣旨

をご説明申し上げます。 

 住吉団地の一部につきまして建て替え計画に基づ

き用途廃止を行ったことから、これに伴う所要の改

正を行うものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第221号につ

いては、行政常任委員会に付託いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第11 議案第222号公の

施設の指定管理者の指定について（福栄地区集会所

外22施設）、日程第12 議案第223号公の施設の指定

管理者の指定について（赤平市保養センター外３施

設）を一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（畠山渉君） 〔登壇〕 議案第222号及び第

223号につきまして、関連いたしますので、一括して

提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 初めに、議案第222号公の施設の指定管理者の指定

について（福栄地区集会所外22施設）でございます

が、先般参考資料のとおり指定管理者選定委員会に

おいて選定が行われ、応募があった町内会等を選定

することとして報告がありましたことから、地方自

治法第244条の２第６項の規定により、別紙のとおり

公の施設の指定管理者の指定を行うため、提案する

ものでございます。 

 指定管理者に管理を行わせる施設及び指定管理者

となるべき団体は、別紙に記載のとおりで、指定期

間につきましては令和８年４月１日から令和13年３

月31日までの５年間とするものでございます。 

 続きまして、議案第223号公の施設の指定管理者の

指定について（赤平市保養センター外３施設）でご

ざいますが、先般参考資料のとおり指定管理者選定
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委員会において選定が行われ、現在当該施設の指定

を受けている株式会社赤平振興公社を選定すること

として報告がありましたことから、地方自治法第244

条の２第６項の規定により、次のとおり公の施設の

指定管理者の指定を行うため、提案するものでござ

います。 

 指定管理者に管理を行わせる施設は、赤平市保養

センター、赤平市ケビン村、赤平市エルム高原家族

旅行村及び赤平市エルム高原オートキャンプ場の４

施設で、指定管理者となるべき団体は株式会社赤平

振興公社代表取締役、永川郁郎、指定期間につきま

しては令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

の５年間とするものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。北市議員。 

〇７番（北市勲君） ただいま上程ありました議案

223号の公の施設の指定管理について、特にエルム高

原の施設の管理について、提案では公募しないと、

こういうことが書いてありますけれども、公の施設

の指定については条例によって公募によらない場合

というのは２つの理由がある、１つは時間的余裕が

ない場合と、もう一つは市長が特別な事情があって

公募しなくていいということになっていますけれど

も、今回の公募しない理由についてはどちらに該当

するのか説明をいただきたいと思っています。 

〇議長（伊藤新一君） 副市長。 

〇副市長（永川郁郎君） お時間をいただきたいと

思います。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１０時４０分 休 憩） 

                       

（午前１１時００分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 指定管理者を非公募と

した規定につきましては、赤平市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例の第２条の特

別の事情があると市長等が認めた場合を適用したと

ころでございます。 

 そして、非公募とした理由につきましては、株式

会社赤平振興公社は当市が出資している法人であ

り、当該法人を指定することで施設の設置目的を効

率的かつ効果的に達成することができると見込ま

れ、平成16年度からエルム高原施設の管理を委託し

ており、十分なノウハウも蓄積されているものと判

断したところからでございます。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） ただいま公募をしなかった特

別の理由をお聞きしましたけれども、そういうこと

なのですね。今おっしゃったことが特別な理由とい

うことで理解してよろしいのですね。ぜひこのこと

を市長さんの口から、これ市長が認めたことなので

す。ですから、市長さんが今のことも含めてどのよ

うに理解しているかお答えいただきたいと思ってい

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今市長の口からということで

ございましたけれども、この施設、ご承知のとおり

地域振興ですとか観光の誘客など行っているという

ふうに思っております。単なる民間の経営のみでは

なくて、公共性ですとか、また民間活力の両立とい

ったことが求められる施設ではないのかなというふ

うに考えております。当然赤平市も出資している株

式会社赤平振興公社でございますから、公共性、ま

た透明性、これも確保しつつ民間的な手法を取り入

れることが大事なのではないのかなというふうに思

っております。また、ここで仮に公募を行った場合

なのですけれども、これまでの経営のノウハウだと

か、こういうノウハウだとかというのも途切れてし

まうということもございますから、サービスの低下、

また利用者への影響も懸念されるのではないのかな
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というふうに考えております。そういったことから

も特別な理由というふうに該当するというふうに判

断したところでございます。 

〇議長（伊藤新一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第222号、第

223号については、行政常任委員会に付託いたしま

す。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第13 議案第224号令和

７年度赤平市一般会計補正予算、日程第14 議案第

225号令和７年度赤平市国民健康保険特別会計補正

予算、日程第15 議案第226号令和７年度赤平市後期

高齢者医療特別会計補正予算、日程第16 議案第227

号令和７年度赤平市介護サービス事業特別会計補正

予算、日程第17 議案第228号令和７年度赤平市介護

保険特別会計補正予算、日程第18 議案第229号令和

７年度赤平市水道事業会計補正予算、日程第19 議

案第230号令和７年度赤平市病院事業会計補正予算、

日程第20 議案第231号令和７年度赤平市下水道事

業会計補正予算を一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。副市長。 

〇副市長（永川郁郎君） 〔登壇〕 議案第224号か

ら議案第231号の各会計補正予算につきまして、一括

して提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 議案第224号令和７年度赤平市一般会計補正予算

（第３号）につきましては、第１条で補正前の予算

総額に歳入歳出それぞれ5,992万3,000円を追加し、

補正後の予算総額を120億3,735万1,000円とするも

ので、第２条で債務負担行為の追加、第３条で地方

債の変更を定めるものであります。 

 ２ページをお願いいたします。第２表、債務負担

行為補正ですが、１つ目は議案第223号公の施設の指

定管理者の指定に関連し、エルム高原の保養センタ

ーほか３施設における令和８年度から令和12年度ま

での５年間に係る指定管理料につきまして限度額３

億4,656万8,000円の債務負担行為を設定するもので

あります。 

 ２つ目は、エルム高原施設の改修事業であります。

1994年に開設したエルム高原リゾート家族旅行村、

翌年開設の保養センターエルム高原温泉ゆったり

は、開業から30年が経過し、2018年に行った施設機

能診断では建築や設備等における安全性や快適性に

係る多くの指摘事項を受けたところであります。こ

れらを解消するため、令和６年度には基本設計を、

今年度には実施設計を行い、来年度に改修工事を行

う予定となっております。事業の内容につきまして

は、耐用年数が経過をしており、更新が必要なもの

から優先的に実施をすることとし、エルム高原温泉

ゆったりに関しましてはボイラー、空調、配管、電

気設備の更新、露天風呂、サウナの拡張、浴槽の新

設、脱衣所の充実、屋根、外壁、トップライトガラ

スの改修、玄関下足エリアの改修、その他館内の改

修、家族旅行村に関しましてはトイレの改修、埋電

設備の改修が主な内容となっております。このたび

の事業の実施時期におきまして、令和９年４月下旬

の営業再開が可能となるように新年度早々から着手

するため、早期の発注が必要となる工事である１番

目としてボイラー、給排水衛生設備改修、２番目と

して外壁、屋根、浴室、館内設備等改修、３番目と

して空調、給油設備改修、４番目として電気設備改

修、５番目として工事監理費につきまして限度額12

億3,916万円の債務負担行為を設定するものであり

ます。 

 ３つ目は、町内会館等空調設備整備事業として、

昨今の地球温暖化による暑さ対策が喫緊の課題とな

っておりますことから、町内会館や寿の家、コミュ

ニティセンターなど設置希望のある施設並びに設置

が必要と判断した施設へのエアコンを設置いたしま

す。早期の着工を図り、暑さが厳しくなる時期まで

に設置が完了できるよう新年度早々から着手するた

め、限度額3,113万7,000円の債務負担行為を設定す

るものであります。 

 ４つ目は、導入後15年以上が経過している財務会
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計及び人事給与システムにつきまして、新たに相互

連携が可能なシステムに更新するための初期導入費

用として限度額1,961万3,000円の債務負担行為を設

定するものであります。今年度中にプロポーザル方

式による入札を執行し、導入するシステム及び事業

者を決定し、令和８年度中は導入準備を進め、令和

９年度から本稼働となる予定であります。 

 第３表、地方債補正ですが、橋りょう長寿命化事

業における国費の配分の減額に伴い、代替財源とし

て過疎対策事業債を増額するものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、

事項別明細書の６ページをお願いいたします。１款

１項１目議会費456万6,000円の減額は、議員１名の

辞職による議員報酬及び議員期末手当を減額するほ

か、人事院勧告に基づく特別職の給与改定に準じて

議員期末手当を増額するものであります。 

 ８ページをお願いいたします。２款１項14目市民

生活費169万4,000円の増額は、町内会館等にエアコ

ンを設置するための実施設計の費用を計上するもの

であります。 

 同じく16目コミュニティセンター費27万5,000円

の増額は、コミュニティセンター別館にエアコンを

設置するための実施設計の費用を計上するものであ

ります。 

 10ページをお願いいたします。同じく３項１目戸

籍住民基本台帳費28万5,000円の増額は、令和８年２

月より開始となる外国人住民居住地等の記録用の端

末一式を購入するための備品購入費を計上するもの

で、全額国庫支出金が充当されます。 

 12ページをお願いいたします。３款１項１目社会

福祉総務費4,428万4,000円の増額は、灯油等の価格

の高騰による住民生活への影響を考慮し、在宅で生

活している住民税非課税世帯を対象に１世帯当たり

最大２万円分のまごころ商品券を配付する住民税非

課税世帯冬季生活支援事業を実施するための事業費

及び事務費を計上するものであります。 

 14ページをお願いいたします。４款２項３目し尿

処理費20万3,000円の増額は、令和６年度における石

狩川流域下水道組合の事業確定に伴い、負担金を増

額するものであります。 

 16ページをお願いいたします。６款１項２目農業

総務費10万3,000円の増額は、人事院勧告に基づく給

与改定に伴う人件費関連予算を補正するものであり

ます。 

 同じく３目農業振興費377万5,000円の減額は、中

山間地域等直接支払事業の実施団体が解散したこと

に伴い交付金等を減額するもので、道支出金283万

7,000円も減額となります。 

 同じく６目エルムの里ほろおか交流センター費20

万9,000円の増額は、エルムの里ほろおか交流センタ

ーにエアコンを設置するための実施設計の費用を計

上するものであります。 

 同じく７目基幹水利施設管理費12万6,000円の増

額は、人事院勧告に基づく給与改定に伴う人件費関

連予算を補正するものであります。 

 18ページをお願いいたします。７款１項４目消費

活性化特別支援事業費４万1,000円の増額、20ページ

をお願いいたします。８款２項４目道路新設改良費

165万2,000円の増額、同じく６目橋りょう改良費36

万6,000円の増額、22ページをお願いいたします。同

じく５項２目地域住宅建設費74万円の増額は、いず

れも人事院勧告に基づく給与改定及び人事異動に伴

う人件費関連予算を補正するものであります。 

 24ページをお願いいたします。10款５項４目東公

民館費77万円の増額は、東公民館へのエアコン設置

及び屋上防水の実施設計の費用を計上するものであ

ります。 

 26ページをお願いいたします。12款１項１目国民

健康保険特別会計繰出金95万5,000円の増額、同じく

２目後期高齢者医療特別会計繰出金32万5,000円の

増額、同じく４目介護サービス事業特別会計繰出金

5,000円の増額、同じく５目介護保険特別会計繰出金

199万9,000円の増額は、いずれも人事院勧告に基づ

く給与改定及び人事異動に伴う人件費関連予算の補

正に対応するものであります。 

 28ページをお願いいたします。同じく２項１目過
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年度還付金２万4,000円の増額は、令和６年度の多面

的機能支払事業の精算による道支出金の還付金を計

上するものであります。 

 30ページをお願いいたします。13款１項１目職員

給与費1,420万8,000円の増額は、人事院勧告に基づ

く特別職、一般職及び会計年度任用職員の給与改定

に伴う増のほか、人事異動等人件費関連予算を補正

するものであります。 

 次に、歳入予算についてご説明申し上げますので、

事項別明細書の４ページをお願いいたします。19款

１項１目繰越金6,234万3,000円の増額は、今回の補

正による歳入不足額を調整するものであります。 

 以上、議案第224号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第225号令和７年度赤平市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、

第１条で補正前の予算総額に歳入歳出それぞれ562

万5,000円を追加し、補正後の予算総額を11億9,787

万9,000円とするものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、

事項別明細書の６ページをお願いいたします。１款

１項１目一般管理費127万6,000円の増額は、国民健

康保険市町村事務処理システムの改修に係る委託料

を計上するもので、全額国庫支出金が充当されます。 

 ８ページをお願いいたします。７款１項２目償還

金339万4,000円の増額は、令和６年度における北海

道国民健康保険保険給付費等交付金の確定による返

還金を計上するもので、全額国民健康保険事業財政

調整基金が充当されます。 

 10ページをお願いいたします。８款１項１目職員

給与費95万5,000円の増額は、人事院勧告に基づく一

般職及び会計年度任用職員の給与改定に伴う増のほ

か、人事異動等の人件費関連予算を補正するもので

あります。 

 以上、議案第225号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第226号令和７年度赤平市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、第１条で補正前の予算総額に歳入歳出それぞれ

156万8,000円を追加し、補正後の予算総額を２億

4,576万6,000円とするものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、

事項別明細書の６ページをお願いいたします。１款

１項１目一般管理費156万8,000円の増額は、子ども

・子育て支援金制度の施行に伴う後期高齢者システ

ムの改修費用として委託料124万3,000円を計上する

もので、全額国庫支出金が充当されるほか、人事院

勧告に基づく給与改定に伴う人件費関連予算を補正

するものであります。 

 以上、議案第226号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第227号令和７年度赤平市介護サ

ービス事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、第１条で補正前の予算総額に歳入歳出それぞ

れ5,000円を追加し、補正後の予算総額を1,058万

9,000円とするものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、

事項別明細書の６ページをお願いいたします。１款

１項１目介護予防支援事業費5,000円の増額は、人事

院勧告に基づく人件費関連予算を補正するものであ

ります。 

 以上、議案第227号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第228号令和７年度赤平市介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきましては、第

１条で補正前の予算総額に歳入歳出それぞれ357万

円を追加し、補正後の予算総額を16億7,974万6,000

円とするものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、

事項別明細書の６ページをお願いいたします。１款

１項１目一般管理費223万2,000円の増額は、介護保

険システムの改修費用として委託料91万3,000円を

計上するほか、人事院勧告に基づく一般職及び会計

年度任用職員の給与改定に伴う人件費関連予算を補

正するものであります。 

 ８ページをお願いいたします。３款１項２目介護
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予防ケアマネジメント事業費13万9,000円の増額、10

ページをお願いいたします。同じく２項１目一般介

護予防事業費34万9,000円の増額、12ページをお願い

いたします。同じく３項１目包括的支援事業費85万

円の増額は、いずれも人事院勧告に基づく一般職及

び会計年度任用職員の給与改定に伴う増のほか、人

事異動等人件費関連予算を補正するものでありま

す。 

 歳入につきましては、財源の補正につき、説明は

省略させていただきます。 

 以上、議案第228号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第229号令和７年度赤平市水道事

業会計補正予算（第１号）につきましては、第２条

におきまして水道事業費用は145万3,000円の増額と

なります。 

 第３条におきまして、資本的支出は36万7,000円の

増額となります。 

 第４条におきまして、職員給与費182万円を増額す

るものであります。 

 ２ページをお願いいたします。収益的支出及び資

本的支出は、いずれも人事院勧告に基づく給与改定

及び人事異動等に伴う人件費関連予算を補正するも

のであります。 

 以上、議案第229号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第230号令和７年度赤平市病院事

業会計補正予算（第１号）につきましては、第２条

におきまして病院事業費用は4,412万1,000円の増額

となります。 

 第３条におきまして、職員給与費4,412万1,000円

を増額するものであります。 

 ２ページをお願いいたします。収益的支出は、人

事院勧告に基づく給与改定及び人事異動等に伴う人

件費関連予算を補正するものであります。 

 以上、議案第230号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、議案第231号令和７年度赤平市下水道

事業会計補正予算（第１号）につきましては、第２

条におきまして下水道事業費用は123万7,000円の増

額となります。 

 第３条におきまして、資本的支出は37万8,000円の

増額となります。 

 第４条におきまして、職員給与費161万5,000円を

増額するものであります。 

 ２ページをお願いいたします。収益的支出及び資

本的支出は、いずれも人事院勧告に基づく給与改定

及び人事異動等に伴う人件費関連予算を補正するも

のであります。 

 以上、議案第231号につきまして説明を終了いたし

ます。 

 以上、議案第224号から議案第231号につきまして

一括してご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（伊藤新一君） 説明が終わりました。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。今野議員。 

〇１番（今野宙君） 議案第224号の一般会計補正予

算について１点お伺いいたします。 

 まず、予算書の25ページの10款５項４目東公民館

費の77万円、こちらエアコンの設置等実施設計につ

いてということでございますが、今説明あったとお

り屋上の防水についても行うということで今回この

時期の補正予算での計上となった経緯とその内容に

ついて伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤茂樹君） 東公民館につきま

しては、これまで公共施設等総合管理計画や個別施

設計画におきまして旧茂尻小学校の校舎を活用して

機能移転を検討し、現建物の売却や活用を検討し、

活用策がない場合は除却するとしておりましたが、

現在の施設が旧茂尻小学校よりも地域の中心に近い

ことや新耐震基準を満たしている施設であることか

ら、長寿命化を図り、活用していくよう方針を変更

したところです。これに伴い、劣化の見られる屋上

防水工事を予防的に行うとともに、利用者から要望
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の多いエアコン設置を併せて行うため実施設計委託

を計上させていただいたところであります。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） このたびの補正予算について、

特に債務負担行為補正がエルム高原の施設改修事

業、それと町内会館等の空調設備事業、この２点債

務負担補正で認めてくれという話なのですが、この

２つの事業について私どもは一切説明を受けており

ません。説明ないものを審議もできないと、この中

でこういう提案の仕方は本当にいいのかとちょっと

疑問を感じておりますので、この辺の提案について

の説明をお願いしたいと思っています。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時３２分 休 憩） 

                       

（午前１１時４５分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 質問の趣旨は、なぜこ

の時期になったのかというようなことだったのかな

と思うのですけれども、この時期の提案になりまし

たのはエルム高原の施設改修につきましては令和９

年度の早い時期での開業を目指しているためでござ

います。エアコンにつきましても近年の猛暑により、

この夏に間に合わせるためにこの時期になったとい

うところでございます。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 間に合わせるために提案した

と、そうおっしゃったのです。これだけの大きな金

額を決めるに当たって議会が果たさなければならな

い機能ってあるはずです。これは、行政と議会は両

輪だとよく言われますけれども、こんな大きな予算

を全く審議なしで、審査なしで認めよというのはち

ょっと乱暴過ぎないかと、そういう疑問を感じて今

回質疑させていただきました。そういうことで間に

合うためにというのだったら、もっと早くから考え

ればいい話で、我々に情報を提供しないで数字だけ

が、予算だけが動いていると、こんなことはやっぱ

り認められないと思うのです。それについていかが

ですか。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時４８分 休 憩） 

                       

（午後 ０時０３分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 今回のエルム

高原施設改修事業のなぜ説明がなかったのかという

ことでございますが、本来であれば事前に報告する

べきことでしたが、予想を上回る物価高騰の影響に

より事業内容の確定まで時間を要してしまいまし

た。ということでこういう形になってしまったとこ

ろであります。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） エアコンの設置に

ついてでございますが、本来であれば新年度予算に

計上すべきところなのですけれども、11月に入りま

して最終決定したところであり、議会の報告につき

ましてはできなかったというところが状況でありま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

〇６番（竹村恵一君） 議案の224号令和７年度赤平

市一般会計補正予算、今ほども債務負担行為補正に

ついて質疑がありました。まず、１つ目のエルム高

原施設の指定管理料でございますが、３億強という

ことで前年度の指定管理５年間と比べると約6,000

万円ぐらいのアップになると思われます。その6,000

万円アップするということになった指定管理者と行

政側との経緯、経過、その打合せとか協議の内容と

いうのをお聞きしたいというふうに思います。 

 重ねて、この当市の指定管理者制度の運用ガイド

ラインによりますと、指定管理期間というのは原則

３年ということでなっていて、ただし書で５年とい

うことになっているかというふうに思いますが、前
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回も５年で指定管理期間を運用しているということ

でただし書を利用しているというふうに思いますけ

れども、今回も５年という指定管理期間ということ

になると思うのですが、指定管理者を変更しない状

況の中、原則ではなくてただし書を運用するに当た

ってどのような状況でただし書の５年間で運用する

ように考えたのかという、何か大きな変更点もない

状況でそうなったのかどうかというのを１点まずお

聞きします。 

 次ですけれども、先ほど来あったエルム高原施設

改修事業でございますが、約12億円という工事内容

でございます。今ほど担当の課長から事前にするべ

きだったが、予算が大きくなってしまってという答

弁がありましたが、予算が大きくなったとしても工

事内容などの議会の委員会に説明というものは必要

なのではないかというふうに答弁を聞いていて思い

ます。一度も説明がされてこなかったということで

この補正で提案をされておりますが、補正の性質上

即決が本筋ということになっているのかなというふ

うに思っていますけれども、そしてなおかつ議会で

の質疑は１人３回の質疑内容であります。そうなる

と、十分な議論がされないまま即決で答えていかな

ければいけないということになるので、北市議員が

おっしゃったように十分な議論にならないのではな

いかと私も思います。ですから、実施設計ができた

経緯もうちょっと詳しく聞きたいというのと、委員

会報告がなかった理由をお聞きしたいと。 

 それから、町内会の空調設備の事業ですけれども、

これも同様に今ほど課長のほうから新年度にするべ

きだがという答弁がありましたけれども、そのとお

り新年度予算でもいいのではないかと私も思ってお

りますが、これも議会の委員会に一度も説明がされ

てこなかったのにもかかわらず補正の債務負担行為

での提案というふうになっております。いつどのよ

うに決まっていったのか経過となぜ委員会に説明が

されなかったのかという理由をお聞きしたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） まず、１つ、

指定管理委託料の増加分につきましては、昨今の物

価高騰の影響と人件費の高騰によるものでございま

す。 

 エルム高原施設大規模改修の実施設計につきまし

ては、10月の17日、実施設計の完了がありました。

その後10月の下旬に理事者説明を踏まえ、金額が11

月の中旬に決まっております。 

 また、委員会等で説明できなかった理由について

でございますが、また繰り返しになってしまいます

が、本来であれば事前に報告するべきことでしたが、

物価高騰の影響などにより工事費の確定に時間を要

してしまいました。その形で日程等の調整もできず、

報告できなかったというのが現状でございます。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 設置に向けた検討

につきましては、４月、町内会長会議におきまして

意向確認調査を行いました。その結果、必要な箇所

について私どものほうで把握し、時期的にはちょう

ど８月頃だったと思うのですけれども、秋、冬工事、

年度内の設置は難しいというふうに判断しまして８

年度予算を計上しておりましたが、現在全国的な猛

暑だとか、エアコンの品薄状態、そういったことと

需要の高まり等々ございまして、新年度予算計上し

た場合、果たして来年の夏には間に合うかというよ

うな心配がございました。そういった意味でなるべ

く来年の８月までには設置してあげたいということ

で決めまして、結果としてこの12月の補正と至った

ところです。常任委員会についての説明なのですけ

れども、これの最終決定がなされたのが11月だった

ものですから、議会のほうに報告することにつきま

しては私どものいとまがなかったということで、本

来であれば少しでも状況を説明した上でご理解をい

ただくところだったのですけれども、片手落ちであ

ったなと感じております。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 指定管理の年数をただ
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し書の５年とした理由についてということだったと

思うのですけれども、委員会の中では３年ではちょ

っと短いのではないか、成果を出すのが３年という

ことではなく、５年ぐらいの期間で指定管理したほ

うがいいのではないかということで決まったものと

認識しております。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 今答弁をいただきましたが、

まず時系列を聞くと報告ができる期間というのはあ

ったのではないかというふうに感じるところがあり

ます。先ほどの行政報告で市長の住民懇談会の日程

が出ていたと思いますけれども、そこでこの空調設

備やエルム高原施設事業の工事の内容について市長

の口からお話ししていたと思うのです。ということ

は、そこで工事の内容というのは大まか市長のほう

には報告をされて、ある程度の部分が決まっていた

のではないかと。なおかつ、そこの会場で市長の口

から議会の議決をもらっていない、委員会報告をし

ていないという言葉があったので、この間やはりす

る機会はあったのではないかというふうに感じると

ころです。 

 その報告がなかったということについては、再質

問しませんけれども、我々市議会は俗に言われる市

民の代表という組織だというふうに認識しておりま

す。その議会に対して丁寧な説明がされない理由が

人件費の高騰や物価高騰、そういう理由で報告がさ

れないということであれば、市長は市民にも同じよ

うな考えで捉えているということに考えてもいいの

でしょうか。過去から長年赤平市議会は委員会制を

取り入れて、その都度委員会に丁寧に説明をされて

きていただいております。今回のようなこのような

提案の仕方で市長は今後もよいと考えていらっしゃ

るのか、市長にお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 前段のところにございました

けれども、そういう意味で捉えていいのでしょうか

というところ、ちょっと聞き逃してしまったのもあ

りますので、もう一度お願いできますでしょうか。

趣旨確認ということでお願いしたいのですけれど

も。 

〇議長（伊藤新一君） ただいまの竹村議員の質問

について確認したいということで市長のほうから申

出がありましたので、これを許可いたします。市長。 

〇市長（畠山渉君） 前段のそういう意味で捉えて

よろしいのでしょうかということだったのですけれ

ども、もう一度お願いできればというふうに思いま

す。今私受けたのは、これまでも市議会の中では委

員会があって、そこで詳しい説明があったと、今後

もそういうやり方でいっていいのかどうか、それと

も説明がないまま進んでいっていいのかどうか、両

方だったのかどちらか一方だったのかということで

大体合っているのではないのかなとは思うのですけ

れども、どちらの意味だったのでしょうか、趣旨確

認をお願いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員、簡単にお願いし

ます。 

〇６番（竹村恵一君） 前段の部分は、丁寧にされ

ないまま進んでいったと、我々は市民の代表という

組織だというふうに認識をしているので、市長も市

民に対してそういう丁寧な説明をしないで進んでい

くという考えでいるというふうに捉えていいのかと

いうことです。 

 後段は、我々は市議会の委員会制を取って長年や

ってきております。その都度行政からは、委員会に

丁寧な報告をいただいて説明を受けてきました。市

長も職員時代があったと思うので、その辺はご理解

していると思いますが、今回のようなこのような委

員会に報告をしないような提案の仕方で市長はこれ

からも進めるという考えでよろしいのかということ

でございます。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ありがとうございます。これ

までも議案になりそうなといいますか、議案になっ

ていない案件についても委員会の中で説明させてい

ただいているものもあったというふうに思います。

結構多いのではないのかなというふうに思っており
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ます。 

 そこで、市民の皆さん方にもそういうやり方でい

いのか、要は丁寧な説明をしなくていいのかという

ことだったのですけれども、私はそういうふうには

思っておりませんで、これまでもいろいろなところ

で申し上げておりますとおり市民の皆様方にも丁寧

な説明、そして理解と納得をいただけるように努力

してまいりたいというふうに思っております。 

 また、ちょっと前後してしまいますけれども、委

員会でのこれまでの説明のやり方というのもあるの

ですけれども、私は担当のほうでも先ほど答弁させ

ていただきましたけれども、説明するいとまがなか

ったと、いろいろな物価高騰により金額的にはまと

まらなかったということ今発言あったと思うのです

けれども、これからも説明についてはさせていただ

きたいというふうに思いますし、ただ法的に果たし

てどうなのかといいますと、また我々も考え方とい

うのがございますけれども、決して議会の委員会で

の説明についてしないということでもございません

し、今回については説明できませんでしたけれども、

これまで同様に対応してまいりたいというふうには

考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 最後になりますけれども、

市長、先ほど僕言いましたけれども、住民懇談会で

市長の口から議会の報告をしていないと、議決をも

らっていないと、決定事項ではないという発言をさ

れているのです。市長の中で委員会報告をしなくて

はいけないという認識があったのだと思うのです。

その中で担当課が努力をして時間のない中やられて

きた中で市長のほうで委員会報告をしなければいけ

ないのだというふうに進めてはいかなかったのかな

というふうに今感じるのですが、今までどおり進め

るということはできなかったら委員会報告はしない

という取り方でよろしいのでしょうか。３回目なの

で、これで終わりますけれども。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今申し上げましたとおり、ち

ょっと誤解もあったかもしれないのですけれども、

これまで同様に説明についてはさせていただきたい

というふうに思っております。決して議会のほうに

説明をしないということでもございませんし、ただ

本会議の中で先ほどご提案させていただきましたけ

れども、事前に説明をするというところ、議案にな

っていない前の段階ですから、取扱いについても考

えなければならないものもございますし、行政常任

委員会の中でこれまで説明させていただいていたと

思うのですけれども、その行政常任委員会での説明

の在り方というのもどうなのかなと、やはりルール

化されていない部分もあるのかなというふうに思っ

ております。ただ、行政常任委員会での説明が正し

いのか、それともまた違うものが正しいのかという

のはちょっと分かりませんけれども、行政常任委員

会は赤平市の場合ですと議員の皆様方全員が入って

いらっしゃると思いますので、その中で説明をする

と全員の議員の皆さん方に説明していることにはな

るのかもしれないのですけれども、そこも法的に果

たしてどうなのかというところもないわけではない

のかなというふうに思っております。ルール化され

ていないというところもございまして、我々のほう

で議案にまだなっていないもの、なりそうなものに

ついて説明させていただいているというふうに思っ

ております。法的にはいろいろな考え方あるのかも

しれないのですけれども、私としては市民の皆様方

に対しても、また議員の皆様方に対しても丁寧な説

明をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 ０時２３分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 先ほど来と同じようなことも

お伺いしますが、事前審査を求めているわけではあ
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りません。さらに言えば、報告がルール化されてい

るという認識も私は持っておりません。法的に提案

できるということは、十分理解をしているつもりで

す。私の質問に対してそういうふうにお答えになる

のであれば、そのままお答えいただいても結構かと

思います。 

 すみません。質問に入ります。２ページの第２表、

債務負担行為補正について、エルム高原施設改修事

業についてまず２点お伺いします。現在実施設計が

行われており、実際はこれもう終わったということ

先ほど聞きましたが、その結果、途中経過等の報告

がなかったという議論があったと思います。本来新

年度予算としてスケジューリングされている改修事

業費が今回は債務負担行為補正という提案になりま

した。本来であれば、実施設計の資料を基に審査す

ることができたのではないかと私は思っておりまし

て、今回の提案はこの点について慎重に議会に審議

をしてほしいという市長の姿勢にならないのではな

いかと私は考えますが、市長の認識はどうかという

ことを１点お伺いします。 

 ２点目です。提案説明では、改修工事の内容、詳

細分からないので、申し訳ないのですが、改修の内

容と金額を詳しく説明をいただきたいと思います。

これは、担当課で構いません。 

 ３点目です。町内会館等空調設備整備事業につい

て、提案説明では来年の夏までに設置したいという

ことが先ほど来ありました。私思うのは、これ政策

予算だというふうに思っておりまして、本来であれ

ば新年度予算において慎重に審議されるのが適切で

はないかと考えております。担当課のほうも先ほど

そういうふうにおっしゃったのかなというふうに思

いますが、夏までにという理由だけでは、本来補正

提案というのは緊急的に行うものだというふうに認

識をしておりますので、緊急性を感じられないとい

うところなのです。政策判断したわけですから、そ

れこそ方向性ぐらいを議会に知らせるという、そう

いった丁寧な姿勢があってもよかったのではない

か、こういうことを先ほど来求められていたのでは

ないかと思いますが、この点についての市長の考え

をお伺いしたいと思います。 

 それから、もう一点は、この町内会館等空調設備

整備事業において設置件数及び設置台数の詳細、設

置箇所の選定はどのように行われたかを担当課で構

いませんので、お伺いしたいと思います。 

 ５点目です。予算書12ページ、13ページ、３款１

項１目の社会福祉総務費の4,428万4,000円の増額に

ついて、いわゆる福祉灯油ということになりますが、

申請や確認、手元にまごころ商品券が届くまでの事

務作業及びスケジュール、こういったものは例年ど

おり、昨年どおりとなるのかお伺いをします。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ５点、全部であったと思うの

ですけれども、前段に事前審査をしてほしいとは求

めていないというお話だったと思います。それから、

前段にそのお話ございまして、新年度予算に盛り込

むべき内容であったのではないのかということで、

私も丁寧な説明と理解と納得していただくのが重要

でないのかなというふうに思っておりますし、また

あとはそこの事前審査、これ後で言います。 

 それから、３点目の町内のエアコンについて、政

策予算だったということで方向性を議会に説明すべ

きだったのではないのかと。今のを併せても私ども

のほうでも丁寧な説明できればよかったのですけれ

ども、なかなかでき得ていなかったということで、

ただ今回の債務負担行為については２か年にわたる

ものでございまして、また金額的にも大きいという

こともあったというふうに思います。ですので、で

きれば事前に説明しておくべきというふうにも考え

ております。 

 そして、そこで私の考えは終わるのですけれども、

前段の答えなくてもいいですって言っていました事

前審査の部分なのですけれども、私はさっき事前審

査というふうにおっしゃっていたかと思うのですけ

れども、私は先ほどもお話ししましたけれども、予

算であったり、議案であったり、議会に提案をする
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ものございますけれども、提案をする可能性のある

もの、または提案しないかもしれないもの、提案が

予定されているものについて私は事前に審議といい

ますか、審査といいますか、それが可なのか否なの

かということも含めて、そういった審査といいます

か、審議といいますか、審議かなというふうには思

うのですけれども、事前に審議することは私はいい

のではないのかなというふうに思っています。する

べきだというふうに思っています。それ何でかとい

いますと、先ほどもそうだったのですけれども、提

案をして、そこで短期間の間に決めるというのはな

かなか難しいと思っています。皆さん方もそうだと

いうふうに私は思うのですけれども、私はそう思っ

ています。ですので、事前に説明をする、説明とい

いますか、事前に審議をして構わないというふうに

私は思っております。答弁しなくていいのですって

はおっしゃっていましたけれども、私はそのように

考えております。漏れているところがありましたら、

またよろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 町内会のエアコン

の設置についてなのですけれども、こちらのほうの

件数なのですが、件数は15の集会施設になります。

設置台数が34台で、これとは別にコミセンの別館も

１か所ありまして、合計で16か所全てで42台という

ふうになっています。 

 それと、先ほどの質問の中で決定に至った経緯に

ついてということなのですけれども、こちらのほう

につきましては町内会長会議におきましてそれぞれ

の町内会長さんのほうに打診をしまして意向調査を

かけた結果、こちらのほうの希望を承り、設置する

方向で今動いている状況です。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） ２点目のエル

ム高原施設改修工事、債務負担行為の内訳でござい

ますが、保養センターの建築、これに対して５億

3,728万1,000円、これは保養センターの内装や外装、

あとは屋根、あと浴室やサウナなんかの改修工事の

金額になっております。２点目、保養センターボイ

ラー、給排水衛生設備に３億2,874万円、もう一点、

空調、給油設備１億9,426万9,000円、もう一点、電

気設備１億7,705万6,000円、この工事に係る監理業

務委託料として968万円が内訳となっております。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（高橋脩君） ５点目だったと思う

のですけれども、福祉灯油のスケジュールといつ頃

配付になるのかというご質問だったと思いますけれ

ども、今年の福祉灯油の支給スケジュールというこ

とでございます。おおむね例年どおりのスケジュー

ルを維持しつつ、対象者の皆様の負担軽減と支給の

迅速化を図ってまいりたいと考えているところで

す。具体的な日程といたしましては、12月15日を目

途に全対象世帯へ支給通知書というのを発送させて

いただきまして、翌年令和８年１月９日金曜日を目

途にまごころ商品券２万円分を発送する予定でござ

います。主な変更点といたしましては、今ほど申し

上げましたこれまでの確認書というのを支給通知書

ということに切り替えた点でございます。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） まず、１点目なのですが、事

前審査を私どもが求めているわけではないというこ

と言ったのですけれども、１点目のエルム高原に関

して言えば、今ほど来の内容、かなり大きな内容な

のかなというふうに思いますので、これ資料なしで

方向性も分からずにというのはなかなか丁寧な提案

ではやはりないのかなという気もしますけれども、

現状しっかり今の答弁に沿って質問しなければいけ

ないので、まず１点先に言うと、来年度工事が始ま

り、ゆったり、保養センター休館になる際に家族旅

行村のほうはオープンするということになっている

のですが、管理棟のトイレの改修というのも含まれ

ていたと思うのです。今答弁に漏れていたのか聞き



 －29－ 

漏らしたのか分からないですが、トイレの改修が行

われている間、キャンプ場利用者へのトイレの対応

というのはどのように考えているのかというのを１

点再質問したいと思います。 

 それと、エルム高原の市長の答弁について、先ほ

どの答弁についてなのですが、両方なのですけれど

も、事前審査はいいと思っているとか、むしろやっ

てもいいと思っているということおっしゃったし、

できれば報告すべきだったが、報告できなかったと

いうようなことおっしゃるのですが、実際は報告を

していないわけです。だから、いいことだと思うし、

できればやりたいけれども、できなかったからしな

かった、それは法的に問題がないと、議会に対して

特段悪いことではないという認識なのかどうかをお

伺いしたいのです。先ほどの答弁だと、私はできな

かったのだから、それは仕方ないというふうに聞こ

えるので、その点の市長の認識をもう一度お伺いし

たいと思います。 

 それと、もう一点、先ほどエアコンの設置に関し

て町内会長会議で意向調査を行い、希望のところに

設置していく予定だということがあったのですが、

つけてほしいという希望があるところ全てに今回設

置するという判断での計上なのかと、であればその

理由も説明していただきたいと思います。 

 ちょっと戻ってもう一点なのですが、この政策判

断、私は先ほども言ったように政策判断だというふ

うに思っておりますので、本来であれば新年度予算

で執行方針などに載りということがあるのかなと思

うのだけれども、今回は11月に最終決定したと、な

ので議会に報告できなかったというような答弁があ

ったというふうに思っております。私、10月の住民

懇談会で、先ほどもありましたけれども、ある会館

でのやり取りで各町内会館にエアコンが設置される

ということなので、ぜひ熱中症警戒アラートが鳴っ

た際など市のほうで設置している２か所だけでは足

りないので、町内会館もそういうのに開放したらい

いのではないかみたいな意見かな、質問があった際

に市長のほうでエアコンを設置している会館を一時

的に暑さをしのぐため施設として開放するように町

内会のほうに話をしていきたいというような答弁を

されていたということ聞いております。であれば、

10月の時点で政策判断というのはしっかりされてい

るので、議会にその方向性の報告ができなかったと

いうのはおかしいと思うのです。できるのであれば

したほうがいいけれども、できなかったというのは

私はちょっと矛盾しているのだと思いますので、こ

の過程について市長にもう一度お伺いしたいと思い

ます。 

 福祉灯油のほうは理解しました。よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ２点あったかというふうに思

いますけれども、議会への説明について特段悪くは

ないというふうに私は思っておりませんで、先ほど

のルール化のお話なのかなというふうに思いました

けれども、私は説明していないのがいいというふう

には思っておりませんので、その点はご理解いただ

ければというふうに思います。法令上以外もご理解

と納得をいただけるものが一番よろしいかというふ

うに思いますので、私はそのように考えております。

決して悪くはないというふうには考えておりません

ので、ご理解いただければと思います。 

 また、住民懇談会の町内会館をクーリングシェル

ターの話だったかどうかがちょっとあれでしたけれ

ども、多分そういうような内容の発言があったとき

に、そのときの詳しいやり取りが正確なものが今分

かりませんけれども、判断をしていたかどうかとい

うふうになれば、取り組んでいかなければならない

なというふうには思っておりました。ただ、予算も

必要なものですから、議会のほうへ説明をして、そ

して議決をいただかなければできないことですの

で、それを前提としてのお話でありました。そのと

きにも実現するかどうかというのはお話はさせてい

ただいたのですけれども、公の場ですから、そして

各町内会へも調査も行っておりましたので、調査も
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行った結果をもって取り組んでいるということです

ので、決して議会に提案する前に決めたといいます

か、決めるものでもございませんし、予算は提案を

私どものほうでさせてもらって、そして議決いただ

かなければできませんので、その点はご理解いただ

ければというふうに思います。 

 以上で漏れていないかと思うのですけれども、私

からは以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） エアコンの設置箇

所についてなのですけれども、希望どおりかという

ことですが、町内会の要望どおりに私どものほうで

は設置をする予定であります。また、私どものほう

でも建設課と相談しながら設置台数も協議したとこ

ろなので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） エルム高原施

設の改修期間のトイレ対応についてでございます

が、同時期に保養センターと家族旅行村が工事に入

ることとなっております。その間に関しては、仮設

トイレを設置して対応してまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） まず、仮設トイレのほうは理

解しました。仮設トイレというのは、増設するのか

既存のもので対応するのか、これ最後に１点だけお

答えいただきたいと思います。 

 それと、もう一点は、ボイラーですとか、露天風

呂、サウナの拡張、脱衣所、玄関、本当に電気施設

とか様々なものがあって、以前委員会で聞いたとき

は10億円くらいではないかと言っておりました。物

価高騰、人件費高騰あったということですが、12億

3,000万円余りの債務負担行為補正、さらに言えば来

年度これプラスアルファの事業費が乗ってくるとい

うふうに考えますので、もう少し抑えることはでき

なかったのか、どうしても優先的なもの全部でこれ

になってしまったのかということを確認したいとい

うふうに思います。これが担当課に１点。 

 それと、エアコンなのですが、設置する施設及び

台数について今詳しく説明いただきました。それで、

町内会からの要望があったところに設置をしていく

という考えだということが分かったのですが、先ほ

どの住民懇談会の議論もそうなのですけれども、い

わゆるクーリングシェルターとしての役割でも使っ

ていただきたいというふうに行政側で考えがあるの

だろうと思うのですが、それぞれの施設が夏の暑い

時期にどのぐらい利用されているのか、そういった

聞き取り調査などはしているのか、あるいはクーリ

ングシェルターとして使う場合、その施設のある町

内会、どのくらいエアコンのない世帯があり、そう

いったものが必要なのだといういわゆる科学的な根

拠、そういったものを調査して、その上でこの台数

に選定したのかということを担当課のほうにお伺い

したいと思います。 

 それから、提案ですけれども、繰り返しになりま

すが、私正直悪いとは思っていないと、しないこと

がいいとは思っていないとか、このままが悪い、こ

の提案が悪くないとは思っていないということ市長

さっきおっしゃったのです。この提案自体が悪くな

いとは思っていないと、この提案がいいとも思って

いないということをおっしゃったと思うのですけれ

ども、それをご理解してほしいということをおっし

ゃったのです。正直そういう姿勢には私は見えない

のです。今の悪くないと思っていないと、このまま

やっていることがいいとも思っていないって言うの

だけれども、では逆に悪いと思っているのだったら

何か姿勢として示すものがあるのに、それが一切な

いということは言葉ではこう言っているけれども、

悪かったとは思っていないということではないかと

私は思うので、その点市長の認識もう一度確認をし

たいのです。法的に問題ないとか、ルールがどうの

とか、そういった話も別にいいのですけれども、理

解してもらいたいと言われても理解できないです、

この言葉だけでは。なので、その点を市長にもう一

度はっきりと答弁いただきたいなと思います。 
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 そして、先ほど議会でまだ議決もいただいていな

いという答弁ありましたけれども、先ほど竹村議員

が質問した際の話は私は恐らくゆったりの改修事業

の件についてだと思います、議決をいただいていな

いということを住懇でお話しされていたのは。エア

コンに関しては、クーリングシェルターのくだりに

関して言うならば、それは議会の議決をまだいただ

いていないので、ここでは答えられませんって本来

だったらなるはずなのです。なるはずなのだけれど

も、市長はここではその言葉を使わずに町内会にも

説明していきたいと、そういうふうに使っていただ

きたいと思うというふうに答えられているのです。

ということは、やはりそれは議会の議決前に住民と

そういう約束事、お話を決定しないものをしてしま

っていると思うのです。私は、市長が一部の住民、

市民と合意されているものに関しては議決を必要と

していないと言っているように聞こえるということ

を指摘しているのです。既成事実ができてしまって

いるから、あるいは町内会からそう言われている、

町内会と市長との中でもそういう話ができているの

で、これは議会の議決は必要ないのだというふうに

言ってはいないけれども、そう考えているとしか取

れないのです。そうでなければ、議会の議決をもっ

と重要視しなければいけないと思うので、そういう

のが一切見えないので、議会に対して真摯に向き合

っているとは到底私は思えないのですが、そういう

ことではないというのであれば、何かその考えをお

話しいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 提案が悪かったとは思ってい

ないというようなふうに捉えられたとしたら、それ

はちょっと違うと思います。先ほどから何度も申し

上げておりますとおり、提案が悪くはないというふ

うには思っておりませんので、その点はご理解いた

だければというふうに思います。 

 あと、エアコンの件で決定してしまっているので

はないのかと、町内会とそういう約束をしているか

のように言っているのではないのかというようなお

話だったと思うのですけれども、そういう約束をし

ているのではないのかと、事実上約束に聞こえるの

ではないのかというような意味だったのかなという

ふうに思うのですけれども、そこも町内会、また市

民の皆様方には約束をしているということは当然ご

ざいませんし、お話をするというときには今どうい

うことを考えているのかというふうに言われると、

やはり調査もしておりますから、ではそういうこと

を考えているのだなというふうには思われると思い

ます。調査ということではありますけれども、では

今市はそういうことを町内会のエアコン設置に向け

て考えているのだなというふうに思われるかと思い

ます。でも、それは致し方がないという表現もちょ

っとあれなのですけれども、調査をしている以上ど

ういう目的があるのかというのは当然持っているわ

けですから、あとそういう約束をしているから議決

をしなくてもいいというふうに思うと、さっきそう

いうふうに聞こえたのですけれども、議決は要らな

いというようなことは当然思っておりませんし、言

っていないというふうに思いますけれども、またく

れぐれも決定しているというふうには話ししており

ませんし、ただ市のほうとして考えていることはお

話しさせていただきました。ただ、決まっていない

ことについて話すのは、果たしてどうだというふう

に言われると、そこの点は市として方向性といいま

すか、考えていることは言わなければいけないので

はないのかなというふうに思っておりますので、決

して議会を軽視しているわけではございませんし、

法令にのっとってご提案させていただいておりま

す。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） 希望があった会館

の利用状況と地域の家庭のエアコンの設置状況につ

いてなのですけれども、こちらのほうにつきまして

は私どものほうでは調査しておりません。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 
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〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） まず、仮設ト

イレの件なのですけれども、既存の仮設トイレにプ

ラス２台増設したいと考えております。 

 もう一点、工事費の10億円を大幅に超えるような

工事になりましたけれども、それに関しては資材の

物価高騰、人件費の高騰ですとか、そういったもの

に関して工事費を積み重ねた結果なのですけれど

も、その中でも耐用年数を超えるような必ず必要と

なる工事を選択しまして、それを積み重ねたものが

約９億3,000万ぐらいあります。債務負担行為の12

億3,900万のうち９億3,000万円近くがその必須にな

る工事だと考えております。それ以外の金額につい

ては、浴室の改修ですとか、サウナや露天風呂の拡

張、そういったものに充てている金額になっており

ます。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 私も同じく債務負担行為の

補正について、特にエルム高原に関してなのですけ

れども、12億という大きなお金が動くので、私たち

もこうやって真剣に話をさせてもらっているのです

が、先ほど実施設計が終わったのは10月の後半とい

う話でした。これの中身が、金額は別です、金額が

幾らになるか分からないので、実施設計が遅れたと

いうお話でしたが、中身自体がほぼほぼ決定したの

はいつぐらいだったのですか。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 工事の金額の

ほうは、確定はしていたのですけれども、工事の内

容についてはつい最近、12月に入ってからの話にな

りますので、確定は11月いっぱいというところでな

ると思います。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 先ほどの話とちょっと違う

ような気もするのですが、もともと当初は大規模改

修やりますよ、実施設計していますよ、実施設計が

終わるのは多分12月ぐらいになりますよ、実施設計

終わったら報告しますよという流れで今まできてい

たはずなのですが、金額は置いておいたにしても実

施設計の中身が正しいか正しくないのかというのを

私たちは知りたかったのです。先ほどからも出てい

るエアコンにしてもそうですけれども、設計の内容

がどうなのか、そういうことをまず判断して、我々

も精査して、要るもの、要らないもの出てくるかも

しれません。それと、予算の金額も当然変わってき

ます。そういうことを精査するために、私たちは実

施設計があるならばさっさと報告していただきたい

ということで先ほどからずっと言っているのです。

今回のようなことが今までもあったかもしれない

し、これからもあるかもしれないのですが、そのよ

うなことがないようなことを市長は考えているので

しょうか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 前段のとその後の聞きたい部

分がちょっと聞き漏らしてしまいましたので、簡潔

に要旨の確認だけいたしたいと思いますが、よろし

いですか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長のほうから議員の質問

について確認したいということなので、簡潔にお願

いいたします。 

〇３番（渡部修之君） 簡潔に言いますと、報告す

ると言ったものはしっかりと報告していただきたい

と思っています。今回のようなことがないような指

導だとか、そういうことは市長は考えていますか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 報告するものはしっかりとい

うのは、恐らく委員会への報告、説明をするものは

しっかり報告するように指導したほうがいいのでは

ないのかという内容だったというふうに思います。

この報告をするものはしっかり報告を、説明をする

ようにというふうに指導といいますか、当然事前に

議案になりそうなもの、またならないかもしれない

というものについて重要なものについては事前に説

明をしてまいりたいというふうに考えております

し、その点については各担当者、課長を含めて話を

していきたいというふうに思っております。やり方
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等について、取扱いについては変わるものではござ

いませんし、これまでも変わっていなかったという

ふうに思っております。ただ、提案に当たって事前

に説明ができていなかったということは事実でござ

いますので、そこは考えてまいりたいというふうに

思っております。ただ、先ほどもありましたとおり、

私も今日の前段のほうでお話ししたと思うのですけ

れども、議会への提案の案件について十分、本日提

案したものについてこの流れでいきますと金曜日

に、最終日ですので、そのときに決まるのかなとい

うふうには思うのですけれども、いつもの流れでい

きますとそういうふうに思うのですけれども、そう

ではなくて、もし変わるのであれば、提案の後にこ

れは審議もっと慎重にしなければいけないというこ

とであれば、そのときまでに会期の間に決定にでき

ればしていただきたいですけれども、その後の審議

というふうになるのであれば、それは私どもも真剣

に議論に参加してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 あと、委員会での説明ということなのですけれど

も、先ほどもお話ししました行政常任委員会の中に

は議員の皆様方全員が入っていらっしゃるというふ

うに思っております。その行政常任委員会での説明

がいいのか、そのほかまた違う形がいいのかという

ことはいろいろあるかというふうに思っておりま

す。その辺のルールではないと思うのですけれども、

これまでのやり方を、考え方を変えるということで

はなくて、そういったもののルールもあってもいい

のではないのかなというふうに思っておりますし、

また先ほどもお話にありました事前審議についても

私はいいのではないのかなというふうに思っており

ます。それは、事前に説明するのもそうなのですけ

れども、その説明のときにも議論できるのではない

のかなというふうに私は考えております。もし漏れ

ているところありましたら、よろしくお願いします。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 私たちにしっかり精査させ

てもらえる、そういうような提案の仕方とかをして

いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第224号から

第231号については、行政常任委員会に付託いたしま

す。 

                       

〇議長（伊藤新一君） お諮りいたします。 

 委員会審査のため、明日10日、１日休会いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明日10日、１日休会することに決しまし

た。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 １時３６分 散 会） 
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